
くまがや市議会だより 19. 5. 1（3）

可
決
さ
れ
た
主
な
議
案

交通安全宣言都市・くまがや　　　　　　　　　 男女共同参画宣言都市・くまがや

◇
専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る
こ

と
に
つ
い
て

合
併
に
伴
い
、
江
南
町
、
熊

谷
地
区
消
防
組
合
、
荒
川
南
部

環
境
衛
生
一
部
事
務
組
合
の
各

団
体
で
計
上
し
て
い
た
予
算
の

う
ち
、
合
併
ま
で
に
執
行
が
完

了
し
な
か
っ
た
も
の
、
合
併
後

に
執
行
す
る
必
要
が
あ
る
も
の

に
つ
い
て
、
所
要
額
を
熊
谷
市

の
予
算
に
編
入
す
る
た
め
、
専

決
処
分
し
た
も
の
で
す
。

◇
熊
谷
都
市
計
画
事
業
土
地
区
画

整
理
事
業
特
別
会
計
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例

肥
塚
土
地
区
画
整
理
事
業
の

換
地
処
分
に
伴
い
、
熊
谷
都
市

計
画
事
業
土
地
区
画
整
理
事
業

特
別
会
計
か
ら
当
該
事
業
を
削

除
す
る
も
の
で
す
。

◇
熊
谷
市
行
政
財
産
の
使
用
料
に

関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例

税
外
収
入
の
確
保
を
図
る
た

め
、
行
政
財
産
を
広
告
物
の
掲

示
そ
の
他
営
利
を
目
的
と
し
て

使
用
さ
せ
る
場
合
に
関
す
る
規

定
の
整
備
等
を
行
う
も
の
で

す
。

◇
熊
谷
市
育
英
資
金
貸
付
基
金
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

熊
谷
市
育
英
資
金
貸
付
基
金

の
額
を
、
一
般
会
計
歳
入
歳
出

予
算
で
定
め
る
額
を
順
次
加
え

た
額
と
す
る
も
の
で
す
。

◇
熊
谷
市
農
業
集
落
排
水
施
設
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

八
木
田
地
区
農
業
集
落
排
水

施
設
の
供
用
を
開
始
す
る
た

め
、
施
設
名
称
、
処
理
区
域
、

処
理
施
設
の
位
置
等
を
定
め
る

も
の
で
す
。

◇
熊
谷
市
都
市
公
園
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例

有
料
公
園
施
設
に
江
南
総
合

公
園
野
球
場
を
加
え
る
と
と
も

に
、
使
用
料
に
つ
い
て
定
め
る

も
の
で
す
。

◇
熊
谷
市
土
砂
等
の
た
い
積
の
規

制
に
関
す
る
条
例

市
民
の
生
活
の
安
全
の
確
保

及
び
生
活
環
境
の
保
全
に
寄
与

す
る
た
め
、
土
砂
等
の
た
い
積

に
関
し
、
新
た
な
規
制
に
改
め

る
も
の
で
す
。

◇
熊
谷
市
営
競
輪
特
別
会
計
条
例

及
び
熊
谷
市
自
転
車
競
走
実
施

条
例
を
廃
止
す
る
条
例

熊
谷
市
営
競
輪
事
業
か
ら
撤

退
す
る
こ
と
に
伴
い
、
関
係
条

例
を
廃
止
す
る
も
の
で
す
。

◇
埼
玉
県
市
町
村
総
合
事
務
組
合

の
規
約
変
更
に
つ
い
て

合
併
に
伴
う
熊
谷
地
区
消
防

組
合
及
び
荒
川
南
部
環
境
衛
生

一
部
事
務
組
合
の
解
散
、
並
び

に
地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
に

伴
い
、
組
合
規
約
を
変
更
す
る

も
の
で
す
。

◇
熊
谷
市
一
般
職
職
員
の
給
与
に

関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例

国
家
公
務
員
の
給
与
制
度
の

改
正
に
伴
い
、
給
料
表
の
構
造

の
見
直
し
等
を
行
う
も
の
で

す
。

◇
熊
谷
市
教
育
委
員
会
委
員
の
任

命
に
同
意

森
田
　
美
江
氏

◇
人
権
擁
護
委
員
候
補
者
の
推
薦

に
同
意

代
島
　
友
一
郎
氏

根
岸
　
ふ
さ
子
氏

三
月
定
例
会
で
は
、
次
の
請
願

を
審
査
し
ま
し
た
。

◇
日
豪
Ｅ
Ｐ
Ａ
・
Ｆ
Ｔ
Ａ
交
渉
に

関
す
る
請
願

（
審
査
結
果
・
不
採
択
）

◇
日
本
農
業
に
甚
大
な
打
撃
を
与

え
る
日
豪
Ｆ
Ｔ
Ａ
交
渉
の
中
止

と
Ｆ
Ｔ
Ａ
・
Ｅ
Ｐ
Ａ
促
進
路
線

の
転
換
を
求
め
る
請
願

（
審
査
結
果
・
不
採
択
）

Ｑ
熊
谷
市
議
会
の
議
員
定

数
は
、
何
人
で
す
か
。

Ａ
熊
谷
市
議
会
議
員
定
数

条
例
に
よ
り
三
十
六
人

と
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

Ｑ
市
議
会
は
、
年
何
回
開

催
さ
れ
る
の
で
す
か
。

Ａ
市
議
会
に
は
定
例
会
と

臨
時
会
が
あ
り
、
定
例

会
は
三
月
、
六
月
、
九
月
、
十

二
月
の
年
四
回
、
臨
時
会
は
必

要
に
応
じ
て
開
催
さ
れ
ま
す
。

Ｑ
市
議
会
で
は
、
何
を
決

め
て
い
る
の
で
す
か
。

Ａ
条
例
の
制
定
や
廃
止
、

予
算
の
決
定
や
決
算
の

認
定
を
行
い
ま
す
。
ま
た
一
定

基
準
以
上
の
契
約
の
締
結
や
財

産
の
取
得
、
市
が
当
事
者
と
な

っ
た
訴
訟
に
関
す
る
こ
と
な
ど

も
決
め
て
い
ま
す
。

Ｑ
議
案
は
ど
う
や
っ
て
審

査
す
る
の
で
す
か
。

Ａ
本
会
議
で
議
案
の
提
案

説
明
、
質
疑
が
行
わ
れ

た
後
に
、
そ
の
多
く
は
委
員
会

で
専
門
的
な
審
査
が
行
わ
れ
ま

す
。
委
員
会
終
了
後
、
再
び
本

会
議
で
そ
の
審
査
経
過
と
結
果

が
報
告
さ
れ
、
討
論
を
行
っ
た

後
、
採
決
を
行
い
ま
す
。

請
願
の
審
査
結
果

市
議
会
豆
知
識
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